
（３）その他の注意事項 ＊契約書第２８条、２９条－１、３０条､５５条等において受注者の義務を
　補填する保険に加入した場合は、証書等の写しを提出すること。
＊受注者は個人情報の保護の重要性を認識し、業務の実施にあたっては
　個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に
　行わなければならない。
＊発注者が積算に必要な一部成果品については９月３０日(水)までに提

＊労務単価は、「令和８年３月度公表単価」等を適用している。
＊打合せ協議等の回数変更による契約変更は行わないものとする。

　出すること。

＊着手時打合せ後、速やかに「業務計画書」を作成し提出すること。

（１）実施上の注意事項
＊契約締結後速やかに調査職員と打合せを行い、業務内容を十分に理
　 解し業務を実施すること。

＊本業務委託は、「入札等説明書」、「設計書」、「特記仕様書」及び、

現 場 説 明 書 ( 入 札 等 説 明 書 )

西冠三丁目地区ほか配水管耐震化設計業務委託
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委 託 名

本委託について、ご注意いただきたいことは、次のとおりである。

＊「上水道管実施設計業務委託共通仕様書(案）」に関する疑義につい
　てはその都度、調査職員と協議を行うこと。

＊現地調査を実施する際は、当部が発行する「身分証明書」を携帯し、
　地元PRを十分に実施すること。

（２）見積上の注意事項

　「上水道管実施設計業務委託共通仕様書(案）」に基づき実施すること。


